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納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は

全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

国

民

年

金

　

国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税
法
及
び
地
方
税
法
上
、

健
康
保
険
や
厚
生
年
金
な
ど
の
社
会
保
険
料
を
納
め
た

場
合
と
同
様
に
、
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
そ
の
年
の

課
税
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
、
税
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
令
和
４
年
１
月
か
ら
令

和
４
年
12
月
ま
で
に
納
め
ら
れ
た
保
険
料
の
全
額
で
す
。

過
去
の
年
度
分
や
追
納
さ
れ
た
保
険
料
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
ご
自
身
の
保
険
料
だ
け
で
な
く
、
配
偶
者
や
ご

家
族
の
負
担
す
べ
き
国
民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る

場
合
、そ
の
保
険
料
も
合
わ
せ
て
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
令
和
４
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
10

月
１
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た

方
に
は
、
11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
「
社
会
保

険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」
が
送
ら
れ
ま

す
の
で
、
申
告
書
の
提
出
の
際
に
は
必
ず
こ
の
証
明
書

ま
た
は
領
収
証
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。（
令
和
４
年

10
月
２
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
今
年
は
じ
め

て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
ら
れ
た
方
へ
は
、
翌
年
の

２
月
上
旬
に
送
ら
れ
ま
す
。）

　

税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民
年
金
は
、
老
後
は
も
ち

ろ
ん
不
慮
の
事
故
な
ど
万
一
の
と
き
に
も
心
強
い
味
方

と
な
る
制
度
で
す
。
保
険
料
は
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う

き
ち
ん
と
納
め
ま
し
ょ
う
。

　

く
わ
し
く
は
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

・
渋
川
年
金
事
務
所　

代
表

☎
０
２
７
９
・
２
２
・
１
６
１
４

11月30日（いいみらい）は「年金の日」です！
　厚生労働省では、「国民お一人お一人「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思い
を巡らしていただく日」として、11月30日（いいみらい）を「年金の日」としています。
　この機会に「ねんきんネット」でご自身の年金記録や年金見込額を確認し、将来の生活設計について
考えてみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を
確認できるほか、ご自身の年金記録からさまざまな条件を設定した上で、年金見込額の試算をすること
もできます。
　ご利用については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

●日本年金機構ホームページ（ねんきんネット）
　https://www.nenkin.go.jp/n_net/

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間について
　法務省及び全国人権擁護委員連合会では、11月18日（金）から同月24日（木）までの１週間を「女性の人
権ホットライン強化週間」として、夫・パートナーからの暴力やストーカーなど、女性の人権に関する
相談・悩みごとについての電話相談窓口の受付時間を延長します。

「女性の人権ホットライン」専用電話番号は全国共通　☎０５７０－０
ゼロナナゼロのハートライン

７０－８１０
※ IP電話からは接続できません。
　強化週間中の受付時間は、
　平日は水曜日（祝日）を除いて午前８時30分から午後７時まで
　水曜日（祝日）、土曜日、日曜日は午前10時から午後５時まで
※通常の受付時間は、平日の午前８時30分から午後５時15分までです。
　対応は人権擁護委員と法務局職員が当たり、秘密は固く守ります。

《お問い合わせ先》前橋地方法務局人権擁護課　☎027－221－4466（代表）担当　久保・奥津
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　現在、マイナポイント第２弾として最大20,000円分のポイントがもらえるキャンペーンが行われています。
　このポイントを受け取るために必要なマイナンバーカードの申請期限が、９月末→12月末まで延長さ
れました。
　申請期限〆切直前のマイナンバーカード申請は混み合うことが予想されますので、早めの申請をおす
すめいたします。
　※マイナポイント自体の受取期限は令和５年２月末までです。

※マイナンバーカードの申請は、役場の住民課窓口でも可能です。
　お気軽にご相談ください。（0279－63－2111）　　　　　　　

マイナポイント第２弾
ポイント受取に必要なマイナンバーカード申請期限が延長されました！

マイナンバーカードの申請方法

テ
レ
ビ
画
面
の
破
損
に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
！

破
損
や
水
ぬ
れ
に
よ
り
修
理
が
必
要
・
保
証
期
間
内
で

も
、
全
て
が
無
償
修
理
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

テ
レ
ビ
の
パ
ネ
ル
は
、
液
晶
や
有
機
Ｅ
L
を
用
い
た
薄

型
タ
イ
プ
が
主
流
で
、
更
に
画
像
の
高
精
細
化
、
画
面
の

大
型
化
が
進
ん
で
お
り
、
海
外
メ
ー
カ
ー
品
も
多
く
出
回

っ
て
お
り
、
購
入
方
法
は
、
店
舗
購
入
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
通
販
ま
で
多
様
化
し
て
い
ま
す
。

　

相
談
事
例
（
直
近
５
年
で
全
国
で
800
件
余
り
も
）

（
１
） テ
レ
ビ
の
液
晶
が
留
守
中
に
割
れ
て
い
た
。
何
か
が

ぶ
つ
か
っ
た
こ
と
が
原
因
と
言
わ
れ
た
が
思
い
当
た

ら
な
い
。

（
２
） テ
レ
ビ
が
映
ら
な
く
な
り
、
液
晶
画
面
が
割
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
外
的
要
因
の
た
め
保
証
で
き

な
い
と
言
わ
れ
た
。

（
３
） 購
入
し
た
ば
か
り
の
テ
レ
ビ
に
、
子
ど
も
が
何
か
を

ぶ
つ
け
て
壊
し
た
。
保
証
対
象
外
で
修
理
代
が
高
額

で
あ
る
。

●
消
費
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス

★ 

テ
レ
ビ
の
画
面
に
衝
撃
が
加
わ
る
と
表
面
に
傷
は
な
く

て
も
内
部
が
割
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
画
面
に
衝
撃

を
与
え
な
い
よ
う
十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

★ 

事
業
者
に
依
頼
し
て
引
っ
越
し
や
テ
レ
ビ
を
設
置
す

る
場
合
は
、
事
業
者
立
ち
会
い
の
下
、
テ
レ
ビ
の
電

源
を
入
れ
て
異
常
が
な
い
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。ま
た
、

配
送
後
は
そ
の
ま
ま
保
管
せ
ず
に
、
す
ぐ
に
状
態
を

確
認
し
ま
し
ょ
う
。

★ 

テ
レ
ビ
の
通
風
孔
や
隙
間
に
異
物
や
水
分
が
入
ら
な
い

よ
う
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

★ 

使
用
上
の
過
失
等
に
よ
る
画
面
の
破
損
は
一
般
的
な
保

証
で
は
対
象
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

★ 

保
証
内
容
を
よ
く
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
物
損
に
対

応
し
た
保
証
や
保
険
の
加
入
を
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

●
吾
妻
郡
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
７
９
・
７
５
・
１
１
６
６

● 

全
国
共
通
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン　

＃
１
８
８
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対象者 開催日 開催時間 開催会場 留意事項

事業所得を有する
青色申告の方

12月12日（月）
午前10時00分

～

午後12時00分

中之条税務署　１階会議室
吾妻郡中之条町大字伊勢町1022番地の1 定員15名

12月13日（火）
午後２時00分

～

午後４時00分

中之条税務署　１階会議室
吾妻郡中之条町大字伊勢町1022番地の1 定員15名

農業所得を有する
青色申告の方

12月12日（月）
午後２時00分

～

午後４時00分

中之条税務署　１階会議室
吾妻郡中之条町大字伊勢町1022番地の1 定員15名

12月13日（火）
午前10時00分

～

午後12時00分

中之条税務署　１階会議室
吾妻郡中之条町大字伊勢町1022番地の1 定員15名

事業所得を有する
白色申告の方

12月14日（水）
午前10時00分

～

午後12時00分

中之条税務署　１階会議室
吾妻郡中之条町大字伊勢町1022番地の1 定員15名

12月15日（木）
午後２時00分

～

午後４時00分

中之条税務署　１階会議室
吾妻郡中之条町大字伊勢町1022番地の1 定員15名

農業所得を有する
白色申告の方

12月14日（水）
午後２時00分

～

午後４時00分

中之条税務署　１階会議室
吾妻郡中之条町大字伊勢町1022番地の1 定員15名

12月15日（木）
午前10時00分

～

午後12時00分

中之条税務署　１階会議室
吾妻郡中之条町大字伊勢町1022番地の1 定員15名

消費税課税事業者
となられた方

12月 ９日（金）
午前10時00分

～

午後12時00分

中之条税務署　１階会議室
吾妻郡中之条町大字伊勢町1022番地の1 定員15名

12月 ９日（金）
午後２時00分

～

午後４時00分

中之条税務署　１階会議室
吾妻郡中之条町大字伊勢町1022番地の1 定員15名

information
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決算説明会のご案内
　税務行政につきましては、日頃からご協力をいただきありがとうございます。
　中之条税務署では、青色申告決算書や収支内訳書の作成方法や作成にあたっての注意点、消費税の決
算の仕方などについて、次のとおり説明会を開催いたします。
　なお、説明会は「事前予約制」で行いますので、参加を希望される方は問い合わせ先までご連絡をお
願いいたします（定員に達した場合には、先着順とさせていただきます。）。
　また、説明会で使用する資料は、当日、会場で配付し、講師は中之条税務署職員又は税理士が行います。
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、開催を中止する場合がございますので、あら
かじめご了承ください。

《お問い合わせ先》  中之条税務署　個人課税部門　記帳指導担当
 ☎0279－75－3355（内線19）
 自動音声案内「２」を選択してください。
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